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「幼児歯科健康診査マニュアル」の発刊にあたって 
 
 歯や口の健康を保つことは、単に食物を咀嚼するということだけでなく、食事や会話

を楽しむなど、豊かな人生を送るための基礎となるものです。また、近年、歯や口の健

康状態は全身の健康とも深く関係していることが明らかになっており、乳幼児から一貫

し生涯を通じた歯や口の健康づくりを推進することは非常に重要です。 
特に、乳幼児期は歯の萌出、顎・顔面の発達など心身の成長発達が旺盛な時期である

とともに、生活習慣を確立する時期でもあり、むし歯予防をはじめとした歯や口の健康

づくりの要の時期といっても過言ではありません。 
近年、幼児期におけるむし歯は全国的に減少していますが、本県における幼児歯科疾

患の状況は、平成２０年度の１歳６か月児健康診査及び３歳児健康診査結果によると、

むし歯有病率は全国４７都道府県中、それぞれ４３位、４２位と、他の都道府県に比べ

依然高い状況であるほか、県内においてもむし歯有病率の状況には地域較差が認められ

るなど、乳幼児歯科保健対策の充実強化が必要な状況です。 
乳幼児期の歯科保健対策は、平成９年度の地域保健法ならびに母子保健法の改正によ

り、都道府県から市町村に母子保健業務が移譲され、乳幼児歯科保健対策についても平

成９年度以降、市町村が中心となって対策が講じられております。 
福島県では、県内市町村に歯科技術職員（歯科医師、歯科衛生士）の配置が少ない状

況にあるため、平成９年度の業務移譲にあたり、「福島県事務移譲マニュアル（母子保

健事業・歯科保健事業・栄養改善事業）」を作成し、歯科保健事業実施にあたっての協

力支援を実施してきたところです。 
しかし、その後、乳幼児健康診査及び保健指導の実施要領や１歳６か月児歯科健康診

査要領等により、歯科健康診査の方法、むし歯罹患型の判定、保健指導等の基準が示さ

れてきてはいるものの、新たに対応が必要な事項など詳細な部分については、県内にお

いて共通認識が図られていないなどの課題が認識され、また、標準化するためには県と

して基準を示してほしいとの要望を地域からいただくようになってきました。 
そこで、こうした現状に対応するため、幼児歯科健康診査の効果的な実施と幼児歯科

保健分野での一貫した歯科保健指導の実施を支援するためのマニュアルが新たに必要

と考え、今回、「幼児歯科健康診査マニュアル」を作成するに至りました。 
市町村歯科保健事業等にかかわる保健医療関係者の方々には、本マニュアル作成の趣

旨を御理解いただき、今後、福島県の子どもたちの健康な歯・口を守るために、本マニ

ュアルを十分に御活用いただきますようお願いいたします。 
 
 平成２２年３月 
 
                福島県保健福祉部健康増進課長 菅野 仁一 
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  本県における幼児のむし歯は、年々減少傾向にはあるものの、むし歯有病率や一人

平均むし歯数は、全国平均と比較すると依然高い割合を示しており、その差はほとん

ど改善されていない状況にあります。 
  むし歯は、食生活を中心とした日常生活習慣、育児環境、保護者の健康観などと密

接な関係をもっており、それらの歪みが「むし歯」として反映されます。 
  そのため、幼児期における歯科健康診査、歯科保健指導等は、単に疾病予防・早期

発見などの口腔内の問題からの観点だけでなく、むし歯発病の背景となる子どもの日

常生活や環境などにも注目し、子どもが健全に成長発達していけるよう環境整備まで

も含めた健康づくり支援の場・機会であるという視点が必要です。 
  また、乳幼児期における保育環境及び保護者の保育行動や健康観は、乳幼児期のみ

ならず、成長の過程、更には生涯にわたる歯科保健行動に影響を及ぼすものです。こ

のことから、乳幼児期の健康診査や歯科保健指導は、保護者をはじめ乳幼児を取り巻

く人々に正しい歯科保健知識を持って保育に当たってもらえるよう、それらの人々の

不安や悩みに応え、適切な情報の提供や助言を行い、健康的で安定した子育てを支援

するための相談窓口としての役割も求められています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ⅰ 幼児期における歯科健康診査等の意義 

１ 



 
 
 

 

 
 
   福島県における歯科保健対策は、県の健康増進計画である『健康ふくしま２１計

画「歯の健康」』及び第五次福島県医療計画『うつくしま いきいき健康医療プラ

ン「歯科保健対策」』の２つの計画と、それらの行動計画として位置付けられてい

る『福島県歯っぴいライフ８０２０運動推進計画』に基づき実施しています。 
各計画の中では、生涯を通じた歯・口の健康づくりに向け、各ライフステージに

応じた歯科保健対策を推進していくこととしていますが、その重点推進分野のひと

つに幼児期のむし歯予防対策を掲げ、地域の歯科関係団体や市町村と協働し、幼児

のむし歯予防対策をはじめとした、母子歯科保健対策に取り組んでいます。 
なお、平成９年の地域保健法並びに母子保健法の改正により、母子歯科保健に関

する事業は、各市町村を実施主体とし、乳幼児を対象とした事業を中心に実施され

ています。 
       
 市町村で実施している事業 県・関係機関で実施している事業 
 

妊

婦 

妊産婦歯科健康診査 
妊産婦歯科健康相談 
妊産婦歯科健康教育 
 

○ 
○ 
○ 
 

  

乳

児

期 

乳児歯科健康相談 
乳児歯科教育（保健指導）等 

○ 
○ 

在宅療養児歯科健康相談 
        （保健所） 

○ 

    
 

 
幼

児

期 

１歳児歯科保健指導 
１歳６か月児歯科健康診査・保 

健指導 
２歳児歯科健康診査・保健指導 
３歳児歯科健康診査・保健指導 
４歳児歯科健康診査・保健指導 
乳歯フッ化物塗布事業 
よい歯のコンクール 
幼稚園や保育所での歯科教室等 
育児ｻｰｸﾙ等での歯科保健指導等 

○ 
◎ 
 
○ 
◎ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

在宅療養児等歯科健康相談 
        （保健所） 
よい歯の幼稚園表彰 

 （県歯科医師会・県） 

○ 
 

◎ 全部の市町村・保健所で実施している事業 
○ 一部の市町村・保健所で実施している事業 

 
 
 
 
 

 

Ⅱ 福島県における母子歯科保健の取組み 
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１． １歳６か月児 
福島県における１歳６か月児のむし歯有病率及び一人平均むし歯数は、年々 

減少傾向にはあるものの（図１）、全国平均と比較すると高い割合を示しており

（図２）、その差はほとんど改善されていない状況にあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図２　都道府県別　１歳６か月児むし歯有病率　（平成２０年度）
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出典：１歳６か月児歯科健康診査実施状況（厚生労働省）   

Ⅲ 福島県の母子歯科保健の現状と課題 

図１　１歳６か月児のむし歯有病率と一人平均むし歯数の推移
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福島県は 
３．９５％ 
全国４３位 

全国平均は 
  ２．６６％ 
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２．３歳児 
福島県における３歳児のむし歯有病率及び一人平均むし歯数は、１歳６か月 

児と同様に年々減少傾向にはあるものの（図３）、全国平均と比較すると高い割

合を示し（図４）、その差はほとんど改善されていない状況にあります。 
   

図３　３歳児のむし歯有病率と一人平均むし歯数の推移

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

年度

歯

0

10

20

30

40

50

60

70 %

一人平均う歯数 福島県 一人平均う歯数 全国 う蝕有病者率 福島県 う蝕有病者率 全国

 
 

図４　都道府県別　３歳児むし歯有病率
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出典：３歳児歯科健康診査実施状況（厚生労働省） 

福島県は 
３７．０１％ 
全国４2 位 全国平均は 

  ２４．５６％ 

(平成 20 年度) 
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３．幼児のむし歯有病状況の地域差と急増年齢 
   福島県では、１歳６か月児ならびに３歳児においても、むし歯有病状況に地域

差が認められ、ほとんどの市町村が全国平均には届かない状況です。 
また、むし歯有病率は、１歳６か月から３歳にかけて急激に増加しており、

１歳６か月歯科健診におけるむし歯ハイリスク児のスクリーニングと適切なフ

ォローを実施することが必要です。（図５・６） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           出典：福島県歯科保健情報システム（平成 20 年度ﾃﾞｰﾀ）  

図６　県内市町村別　３歳児むし歯有病率(平成20年度)
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図５　県内市町村別　１歳６か月児むし歯有病率（平成20年度）
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１歳６か月児歯科健康診査  
 
 

 

 
 

１．１歳６か月児歯科健康診査 

（１）基本的な考え方 

１ 歳６ か月児は、 一人歩き がはじ まり 、 意味のある言葉を話すよう になるな

ど発達が著し く 、 口の中においても 乳歯の萌出が進み、 咀嚼機能が獲得さ れる

大事な時期です。 食生活をはじ め、 歯みがき の習慣なども 確立に向かう 時期な

ので歯と 全身の健康につながる生活習慣を身につけら れるよう 説明し 、 子ども

や保護者の生活状況を十分把握し たう えで、 実現可能な「 助言」 をするこ と が

大切です。  

 

1 歳 6 か月児健康診査時に見ておき たいこ と  

 
1 歳 6 か月児健康診査時の口の機能のみかた 

 
        
 
 
 
 

 
 
 
（出典：乳幼児の口と歯の健診ガイド 日本小児歯科学会編 医歯薬出版株式会社） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○母乳、 哺乳びんの継続状況は？ 

○指し ゃぶり 、 おし ゃぶり の頻度は？ 

○歯の生え方、 数は？ 

○上の前歯のむし 歯は？ 

○歯みがき の状態は？ 

 

Ⅳ 歯科健康診査の実際 

○前歯を使っ て食べも ののかじ り 取り ができ ているか 

○奥歯での咀嚼（ かみつぶし ） ができ ているか 

○口を閉じ て鼻呼吸ができ ているか 

○意味のある言葉（ 1 語文） の発語がみら れるか 

６ 



１歳６か月児歯科健康診査  
 
 

 

（２）健康診査の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付  
 
 

問診  
  

歯科診察  
 
口腔診査の実施 
・むし歯罹患型判定区分によ

る対応（P13 参照） 
・健診結果による指示の区分 

    （P15 参照） 

 
歯科指導 

・歯科保健指導の 
ポイント 
（Ｐ14 参照） 

事前準備 
（P８参照） 

カンファレンス  

内科診察 

保  健  指  導 

 
子育て 

健康全般の指導 
 

 
栄養 

食生活指導 

 
その他 

・発達、心理等 
 

計測  
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１歳６か月児歯科健康診査  
 
 

 

 （３）事前準備 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ①歯科健康診査では･･･ 
ア、 歯科健康診査器具一式 

デンタ ルミ ラ ー（ 歯鏡）、 探針、 ステンレスバッ ト 、 照明灯、 グローブ、  

ペーパータ オル、 液体石けん液、 擦式消毒薬（ アルコ ールベース）  

健康診査用フ リ ッ プ等記入要領、  

筆記用具（ ボールペン・ 鉛筆・ 消し ゴム・ 付箋など）  

 

イ 、 手洗い・ 消毒方法 

 手指は、健診対象者ごと に、液体石けんを使用し て流水下で１ ５ 秒以上洗い、

手洗い後はペーパータ オルで拭く こ と（ 共有タ オルは不可） を原則

と し ます。  

         なお、 健診対象者ごと に流水下で手洗いができ ない場合は、 ひと り

一人グローブを使用し 、グローブ交換の際にはアルコ ールベースの

擦式消毒薬を適量（ １ 回の使用量は３ ｍl ） 用いて手指消毒を行い

ます。  

器具は、 オート ク レーブなどで滅菌し て使用する等、 適切な消毒・ 感染防止

対策を徹底し ます。  

②歯科保健指導では･･･ 
   見本用歯ブラ シ、 顎模型、 指導用パネル、 歯科保健に関するパンフ レッ ト 、  
   母子健康手帳など 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ア．事前に「母子健康手帳」をみて、これまでの成育状況、現在の心配

事などについて把握しておきます。 
イ．保護者や子どもの話を良く聞く姿勢が大切です。（傾聴） 
ウ．保護者と子どもの生活状況はさまざまであることを理解し、相手を

尊重しながら、相手の受け入れやすい言葉で話します。（共感） 
エ．はじめに、よい点をほめるようにしましょう。 
オ．助言が必要なときは、個人差を理解したうえで保護者に不安を与え

ないように配慮します。 
･･･以上のことをふまえ、「次も来てみよう」と保護者に感じて

もらえるような健診にします。 

健康診査時の心構え 
 

◆母子健康手帳を上手に活用するために・・・ 
・母子健康手帳は大切な子どもの発育の記録です。保護者はもちろん

健診関係者の貴重な資料ととらえ、ていねいに扱いましょう。 
・疾患や異常、指導事項の記載については、保護者に不安を与えない

よう心がけ、記載理由について説明しましょう。（Ｐ51 参照） 

８ 
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（４）診査方法及び診査基準                        

 ①口腔診査の実際 

    幼児の心身発育の状態を考慮し て、  

恐怖心をも たせないよう 、 歯鏡（デン 
タルミラー）を持つ前に、まず、子ど 
もと保護者に視線を合わせて挨拶をか 
わし、問診・ 視診により 注意し て診査 

を実施し ます。  

なお、 診査の際は口腔内がよく 見え 

るよう 十分な明るさ （ 照明） が必要です。  

 
 

②問診による診査 
   健診対象者の食生活、 歯の清掃習慣、 口腔習癖などの状況は、 口腔診査の前に、 

保健師の問診等で確認し ます。  

歯科医師・ 歯科衛生士は、 その問診結果に目を通し 、 対象者の生活状況等を十分 

に確認し て口腔診査にあたり ます。事前の問診等で不足情報等がある場合には、 口

腔診査の場面で、 歯科医師、 歯科衛生士が直接問診し て確認するこ と も 必要です。 

授乳・ 哺乳びん、ジュ ース等を飲ませていると むし歯ができ やすく 、指し ゃ ぶり 、

おし ゃ ぶり をし ていると 咬合に影響が出るため、直接問診又は問診票などで十分に

確認し ます。  

 
③視診による診査 

歯科医師が、 口腔内の現在歯の状況と あわせて全身の状況＊も 確認し ます。  

現在歯と は、 歯の全部または一部が口腔に現れているも のをいい、 ａ ． 健全歯、

ｂ ． むし歯（ ア． 未処置歯、 イ ． 処置歯） に分類し 、 過剰歯は含めません。  
＊全身の状況では、 不自然な外傷や、 未処置歯のまま放置さ れている等の必要な医療ケアが

さ れていない場合、 虐待の可能性がないか観察し ます。  
 
  ※探針を使用する場合 

     探針は、 プラ ーク（ 歯垢）・ 食べかすの除去や溝の填
てん

塞物
そく ぶつ

・ 充 塞 物
じ ゅ う そく ぶつ

の有無の

確認を目的と する診査の補助器具と し て用います。  

使用する場合は、 下記に留意し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

○探針の刃先は鋭利なも のを使用し ない 

○歯面に対し て水平的に軽く なぞるよう なソ フ ト タ ッ チで使用する( 図 1)  

○歯面を傷つけないよう 垂直的な過度な圧力は加えない（ 図 2）  

  

図１ 図２ 
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④歯科の所見及び診査票への記載方法 
＜問診＞ 
問診項目 問診内容 具体的内容 活用方法 

 

 

 

授乳状況 

 

離乳の完了※１

状況 

卒乳※２ の有無 

哺乳びんの利

用方法 

 

問診 

○離乳は完了し ているか 

○就寝時の授乳※３ の習慣はあるか 

○哺乳びんを使用し ている場合はどの

よう なも のを飲ませているか（ 例： ミ

ルク 以外のジュ ース等）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

むし 歯の罹患

型分類及び 健

診結果指示事

項に考慮する。 

 

 

 

間食状況 

 

 

間食の時間、  

間食の回数 

間食の内容 

 

問診 

○間食時間を決めているか 

○１ 日の間食回数は何回か  

○甘いお菓子を ほぼ毎日食べる習慣が

あるか 

○甘い飲み物をほぼ毎日飲む習慣があ 

るか（ 例： ジュ ース類、 乳飲料、 炭

酸飲料、 スポーツ飲料等）  

 

 

 

口腔習癖 

 

 

指し ゃ ぶり 、  

おし ゃ ぶり な

どの癖 

問診・ 視診によっ て十分確認する 

問診 

○指し ゃぶり の癖はあるか 

○おし ゃぶり を使用し ているか 

視診 

○指にタ コ ができ ていないか 

○おし ゃぶり を身につけていないか 

 

 

歯の清掃 

児 の 歯 み が き

き 習慣 

保 護 者 な ど の

仕上げみがき  

問診・ 視診によっ て十分確認する 

問診 

○子ども は自分で歯みがき し ているか 

○保護者などが仕上げみがき を し てい

るか 

視診 

○歯の汚れの付着状況 

 
 
 
 
 
 ※１

離乳の完了： 形のある食物をかみつぶすこ と ができ るよう になり 、エネルギーや栄養素の大部分が母

乳または育児用ミ ルク 以外の食物から と れるよう になっ た状態。  
※２

卒乳： 授乳をし なく なるこ と （ 母乳や哺乳びんで授乳をし ていない）  
※３

授乳： 母乳又は哺乳びんで育児用ミ ルク を与えるこ と  
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１歳６か月児歯科健康診査  
 
 

 

＜歯の状態＞    

区分 記載方法 詳 細 内 容 

 

 

 

 

健 

全 

歯 

 

健全歯 

／ 

または 

－ 

◆むし歯あるいは歯科的処置の認めら れない歯 

◆歯の一部萌出も 含む 

 

予防填
よ ぼ う て ん

塞
そく

歯
し

 

 

 

○シ  
◆むし 歯予防のため小窩裂

し ょ う かれつ

溝
こ う

※1 に合成樹脂や歯科用

セメ ント を詰めている歯 

◆明ら かにむし 歯の上から 詰めたも のは「 処置歯」  

と する。  

 

 

要観察歯 

 

 

Ｃ Ｏ  

 

◆エナメ ル質の白濁があっ て経過観察を 行う こ と が

適当と 判断さ れる歯 
◆歯の表面の白濁※2 や小窩裂溝※1 において着色が認

めら れるが、 エナメ ル質の軟化や実質欠損が認め

ら れないも の 

＊P28 参考２ 参照 

 

 

 

 

む 
し 
歯 
 

 

 

 

未 

処 

置 

歯 

 

未処置歯 

 

Ｃ  

◆むし歯により治療を必要とする歯 

◆歯質にむし 歯と 思われる実質欠損が認めら れるも

の 

フ ッ 化ジ

アンミ ン

銀塗布歯 

 

○サ  

◆フッ化ジアンミン銀（商品名：サホライド）を塗布

した歯 

◆フッ化ジアンミン銀を塗布した歯は、統計上「むし

歯」に含まれるため注意すること 

 

処置歯 

 

 

○ 

◆むし歯が原因で治療し た歯 

◆歯の一部又は全部に充填、 ク ラ ウンなどが施さ れ

ているも の 
 

 

喪失歯 

 

 

△ 

◆むし歯が原因で喪失し た歯 
◆外傷、 未萌出歯や先天性欠如歯は含めない 

◆現在歯には含まれないが、 統計上はむし 歯に含ま

れるため注意するこ と  

◆必ず保護者に確認するこ と  

歯
の
異
常
（
む
し
歯
以
外
） 

 

癒合
ゆ ご う

歯
し

 

 

 

◎ 
◆本来は２ 本別々の歯が癒合し て１ 本になっ ている

歯 

◆歯の数は１ 本と する 

 

 

形成不全 

 

 

Ｐ  

 

歯の形成、 石灰化の時期に全身的な影響によっ てエ

ナメ ル質が形成不全と なっ た歯 

 

先天性欠損歯 

 

先 天 性 欠

如疑 

先天性欠損歯が考えら れる場合 

 

 

※１ 小窩裂溝： 噛む面などの溝やく ぼみ 
※２ 白  濁： エナメ ル質表面が脱灰などによっ て白く 濁っ た状態 
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＜かみ合わせの状態＞   

診査項目 記載方法 診査内容 判定基準 

咬合異常 有 反対咬合（ 下顎前突）  

上顎前突 過蓋咬合
かがい こ う ご う

 開咬 

叢生
そう せい

※３  正中離開※４   

その他 

顕著な 歯列不正や不正咬

合・ 将来、 咬合の異常が予

測さ れる場合 

＊P29 参考２ 参照 
 

                                                         

＜軟組織の疾病・ 異常＞ 

診査項目 記載方法 診査内容 判定基準 

粘膜・ 軟組織 

異常 

有 

（   ）  

歯肉・ 舌・ 口腔粘膜・ 小帯な

ど 

疾病や異常は（    ） に

具体的に記載する 

＊P28 参考２ 参照 

 

 

＜その他＞    

診査項目 記載方法 診査内容 判定基準 

そ の 他 有 治療や定期的観察を 必要と

する疾病・ 異常 

総合的に判断する 

 
 
＜歯の清掃＞    

歯の清掃は、 上顎乳中側切歯（ 前歯４ 本） について、 次の基準により 判定し ます。  

 

観察項目 判 定 基 準 記載方法 

歯 垢 の 

付着状態 

き れい 付着がほと んど 認めら れな

い 

むし 歯の罹患型分類及び

健診結果の指示事項に考

慮する ふつう  歯の１ ／３ 程度に付着が認

めら れる 

汚 い 歯の１ ／３ 以上に付着が認

めら れる 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

※３ 叢  生： 顎と 歯の大き さ の不調和から なる。 数歯にわたっ て重なり 合っ ているよう な状態。  
※４ 正中離開： 歯の中央部に空隙ができ る。（ 上唇小帯や指し ゃ ぶり のため） P28 参考２ 参照 
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（５）むし歯罹患型判定区分による対応 

 

むし 歯 

罹患型 

 

判定区分 

 

予後の推測 

 

指導事項 

 

今後への対応 

 

 

 

 

 

 

 

Ｏ  

 

 

 

 

 

 

型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｏ 1 

型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

む

し

歯

が

な

い 

児 

 

 

 

 

 

 

 

 

口腔環境がよい 

 

歯の汚れき れい 

ふつう  

 

甘味嗜好 低い 

 

間食習慣 良好 

むし歯の感受

性は低いも の

と 思われる 

 

 

○良好であるこ と  

現状の状態を続けるよ

う 説明する 

○下記の一般的な指導事

項を指導する 

・ 歯、 口腔を 常に清潔に

保つ 

・ 甘い飲食物の摂取頻度

を少なく する 

・ むし 歯の予防処置を 受

ける 

・ フ ッ 化物配合歯みがき

剤を使用する 

・ 歯科疾患の早期発見、

早期治療に心がける 

予防処置（ フ

ッ 化物溶液塗

布）・ フ ッ 化物

配合歯みがき

剤の使用を す

すめる 

（ P55～参照）  

 

Ｏ 2 

型 

 

 

 

 

 

口腔環境が悪い 

 

歯の汚れ 汚い 

甘味嗜好 高い 

間食習慣 悪い 

 

Ｃ Ｏ がある児 

むし歯発生の

可能性が強い

と 思われる 

 

 

 

○一般的な指導事項を 徹 

底する 

特に、歯の清掃と 間食、

飲み物に対し て十分注

意、 指導する 

○６ か月後に再確認の必 

要性があるこ と を 指導

する  

３ ～６ か月後

に再確認する 

予防処置（ フ

ッ 化物溶液塗

布）・ フ ッ 化物

配合歯みがき

剤の使用を す

すめる 

（ P55～参照）  

 
 
 
 

Ａ 型 

上の前歯部のみ、 ま

たは臼歯部のみにむ

し歯がある児 

むし歯の感受

性は高い 

 

 

○むし歯進行止の処置 

（ ﾌｯ化ｼﾞ ｱﾝﾐﾝ銀溶液） 塗

布を指示する 

○哺乳びんの使用が多け

れば、 それに対し て助

言する 

○その他、Ｏ ２ 型に準じ て

指導する 

歯科医療機関

への受診を す

すめる 

３ ～６ か月後

に再確認する 

 
 

Ｂ 型 
 

上の前歯部及び臼歯

部にむし歯がある児 

 

むし歯の感受

性は高い。広範

性むし歯に な

る 可能性も あ

る 

○Ａ 型に準じ て指導する 

○定期検査を確実に受け

るよう 指導する 

 

歯科医療機関

への受診をす

すめる 

３ ～６ か月後

に再確認する 

 
 
 

Ｃ 型 
 

臼歯部及び上下の前

歯部のすべてにむし

歯がある児 

または、 下の前歯部

のみにむし歯がある

児 

むし歯の感受

性は著し く 高

い 

広範性むし歯

に な る 可能性

が強い 

○Ｂ 型に準じ て指導する 

○可能な限り むし歯の治

療をすすめる 

○小児科医の診察も 受け

るよう にすすめる 

歯科医療機関

への受診をす

すめる 

３ ～６ か月後

に 再確認する

小児科医の診

察も 受ける よ

う にすすめる 
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１歳６か月児歯科健康診査  
 
 

 

 

（６）歯科保健指導のポイント 

むし歯罹患型判定区分による指導事項を参考に、下記に留意し て保護者へ指導 

し ていきます。  

 

※１ 受動喫煙： 受動喫煙と は喫煙者のたばこ の煙を 吸う こ と を言います。 たばこ の煙を吸わさ れている子

ども の乳歯は、 むし 歯になり やすいと いう アメ リ カ の報告があり ます。        

 

項   目 

 

保護者に対する指導 

 

口腔の観察

の重要性 

 

○歯の萌出状況をみせ、 観察するよう 説明する 

○上唇小帯の位置を確認し ても ら う  

○Ｃ Ｏ があっ た場合は、 定期的に観察するよう 説明する 

○むし歯等があっ た場合は、 適切な受療行動の必要性を説明する 

 

 

歯及び口腔

の清掃 

 

○き れいなと こ ろ 、 汚れていると こ ろ をみても ら う  

○歯ブラ シ等で歯の汚れを除去し ても ら う  

○歯・ 口腔清掃の習慣化と 保護者による仕上げみがき の必要性を説明

する 

○フ ッ 化物配合歯みがき剤の使用をすすめ、 歯質の強化を説明する 

 

 

 

食生活習慣

の確立 

 

○間食の選び方及び与え方を説明する 

○むし 歯を誘発する含糖食品を適切に摂るこ と を説明する 

○好まし い食事と 規則的な生活習慣の確立を説明する 

○前歯を使っ た食べ物のかじ り 取り 、 奥歯での咀嚼（ かみつぶし ） が

でき ているか確認し 、 よく 噛んで食べる習慣の必要性を説明する 

 

 

 

 

 

 

 

養育の状況 

 

○日中の保育者を確認し 、 生活状況がむし 歯などへの影響がある場合

は生活習慣の確立を含め改善について助言する 

○母乳・ 哺乳びんの使用について確認し 、 むし 歯などへの影響がある

場合は改善について助言する 

・ 母乳そのも のがむし 歯の原因ではないが、 歯みがき などの後、 母

乳や食物残渣が口腔内にあるこ と でプラ ーク がたまり 、 むし 歯の

リ スク が高く なる 

・ 母乳の継続と むし 歯予防で迷う 場合には、 授乳後の口腔ケアを十

分に行う こ と や、 歯科医院で口腔内細菌叢の状態を調べても ら い

むし 歯のリ スク を確認する方法も あるこ と などを紹介する 

○歯みがき を嫌がるか確認し 、 嫌がる原因を改善するよう 助言する 

 ＊押さ えつけてまでみがく より 、 食生活習慣を 正し く するこ と がこ

の時期のむし 歯予防の鍵であるこ と も 助言する 

○指し ゃ ぶり などの習癖がないか確認し 、 咬合への影響の説明、 習癖

の改善について助言する 

○たばこ の煙が子ども の口へ影響するこ と を知ら せ、 禁煙又は受動喫

煙※１ の防止について助言する 
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１歳６か月児歯科健康診査  
 
 

 

（７）健診結果による「指示区分」の判断基準 

    健康診査に従事する歯科医師、 歯科衛生士、 保健師等により 、 口腔内の状況及 

び生活習慣等から 総合的に判断し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
む 
 
し 
 
歯 

む

し

歯

以

外

の

疾

患

・

異

常 

な  し 

あ  り 

あ  り 

・萌出遅延 
・咬合異常 
・軟組織の異常 
・歯の異常 
     など 

むし歯リスク 
なし 

むし歯リスク 
あり 

特になし 

要指導 

要観察 

要精検 

要治療 

治療中 

むし歯がなく、歯も清潔で、よい

生活習慣が身についている児 

●下記内容の助言指導が必要な児

○生活習慣の改善が必要な児 
  （甘味飲食の回数、哺乳びん、 
   母乳、指しゃぶりなど） 
○歯の清掃状態の改善が必要な児 
  （清掃不十分、保護者の仕上げみ

がきがないなど） 
○歯の状態が「CO」の児 
 

●今後も歯科医師による経過観察

（健診の場や歯科医療機関な

ど）が必要な児 
○むし歯はあるが、全てのむし歯

の治療が完了している児 
○咬合や軟組織などの異常があり 

経過をみる必要がある児 

医療機関で詳しい検査が必要な児 

むし歯やその他の疾患など（健診

で確認された異常所見）について

歯科治療が必要な児 
 

むし歯やその他の疾患など（健診

で確認された異常所見）について

現在歯科治療を行っている児 
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３歳児歯科健康診査 

 

２．３歳児歯科健康診査 

（１）基本的な考え方 

３ 歳と いう 年齢は、 乳歯がほぼ生えそろい、 言葉の発達では単語から 短い文章 

で話すこ と ができ るよう になる時期です。  

食べる 機能も 咀嚼筋の発達と 共に大人と ほぼ同様の固さ や弾力のある 食べも

のが食べら れるよう になり ます。 発育上の個人差も 少し ずつ現れる時期で、 かみ

合わせや食べ方、指し ゃぶり などについて保護者は周囲の子ども と 比べて不安を

抱く こ と が多いため、母子健康手帳等を活用し 成長発達過程を念頭に置いて子育

て支援的な対応を心がけます。  

 

３ 歳児健康診査時に見ておき たいこ と  

 

 
 

３ 歳児健康診査時の口の機能のみかた 

 

 

 

 

            

        
 

  （出典：乳幼児の口と歯の健診ガイド 日本小児歯科学会編 医歯薬出版株式会社） 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○前歯でかみ切り 、奥歯ですり つぶすと いう 歯を使っ た咀嚼がう まく で

き ているか 

○スプーン等の食具を使っ た食べも のの取り 込みや、一口量の調節がで

き ているか 

○ためる、 丸飲み、 チュ チュ 食べなどの食べ方の問題が見ら れないか 

○口を閉じ て鼻呼吸ができ ているか 

○発音が明瞭になっ てきたか 

○食事・ 間食のリ ズムは？ 

○指し ゃぶり 、 おし ゃぶり の継続状況は？ 

○歯みがき 、 仕上げみがき の習慣は？ 

○歯なら び、 かみ合わせは？ 

○上唇小帯・ 舌小帯の状態は？ 
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３歳児歯科健康診査 

 

 

 

（２）健康診査の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付  
 
 

問診  
  

歯科診察  
 
口腔診査の実施 
・むし歯罹患型判定区分によ

る対応（P23 参照） 
・健診結果による指示の区分 

    （P25 参照） 

歯科指導 
・歯科保健指導の 

ポイント 
（Ｐ24 参照） 

事前準備 
（P18 参照） 

カンファレンス  

内科診察 

保  健  指  導 

子育て 
健康全般の指導 

 

栄養 
食生活指導 

その他 
・発達、心理等 
 

計測  
  

聴覚検査  
  

視力検査  
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３歳児歯科健康診査 

 

 

（３）事前準備 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ①歯科健康診査では･･･ 

ア、 歯科健康診査器具一式 

歯鏡（ デンタ ルミ ラ ー）、 探針、 ステンレスバッ ト 、 照明灯、 グローブ、  

ペーパータ オル、 液体石けん液、 擦式消毒薬（ アルコ ールベース）  

健康診査用フ リ ッ プ等記入要領、  

筆記用具（ ボールペン・ 鉛筆・ 消し ゴム・ 付箋など）  

 

イ 、 手洗い・ 消毒方法 

 手指は、健診対象者ごと に、液体石けんを使用し て流水下で１ ５ 秒以上洗い、

手洗い後はペーパータ オルで拭く こ と（ 共有タ オルは不可） を原則

と し ます。  

         なお、 健診対象者ごと に流水下で手洗いができ ない場合は、 ひと り

一人グローブを使用し 、グローブ交換の際にはアルコ ールベースの

擦式消毒薬を適量（ １ 回の使用量は３ ｍl ） 用いて手指消毒を行い

ます。  

器具は、 オート ク レーブなどで滅菌し て使用する等、 適切な消毒・ 感染防止

対策を徹底し ます。  

 

②歯科保健指導では･･･ 
   見本用歯ブラ シ、 顎模型、 指導用パネル、 歯科保健に関するパンフ レッ ト 、  
   母子健康手帳など 
 
 
 
 
 
 
 

 
ア．事前に「母子健康手帳」をみて、これまでの成育状況、現在の心配

事などについて把握しておきます。 
イ．保護者や子どもの話を良く聞く姿勢が大切です。（傾聴） 
ウ．保護者と子どもの生活状況はさまざまであることを理解し、相手を

尊重しながら、相手の受け入れやすい言葉で話します。（共感） 
エ．はじめに、よい点をほめるようにしましょう。 
オ．助言が必要なときは、個人差を理解したうえで保護者に不安を与え

ないように配慮します。 
･･･以上のことをふまえ、「次も来てみよう」と保護者に感じて

もらえるような健診にします。 

健康診査時の心構え 
 

◆母子健康手帳を上手に活用するために・・・ 
・母子健康手帳は大切な子どもの発育の記録です。保護者はもちろん

健診関係者の貴重な資料ととらえ、ていねいに扱いましょう。 
・疾患や異常、指導事項の記載については、保護者に不安を与えない

よう心がけ、記載理由について説明しましょう。（Ｐ51 参照） 
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３歳児歯科健康診査 

 

 
（４）診査方法及び診査基準                        

 ①口腔診査の実際 

    幼児の心身発育の状態を考慮し て、  

恐怖心をも たせないよう 、 歯鏡（デン 
タルミラー）を持つ前に、まず、子ど 
もと保護者に視線を合わせて挨拶をか 
わし、問診・ 視診により 注意し て診査 

を実施し ます。  

なお、 診査の際は口腔内がよく 見え 

るよう 十分な明るさ （ 照明） が必要です。  

 
 

②問診による診査 
   健診対象者の食生活、 歯の清掃習慣、 口腔習癖などの状況は、 口腔診査の前に、 

保健師の問診等で確認し ます。  

歯科医師・ 歯科衛生士は、 その問診結果に目を通し 、 対象者の生活状況等を十分 

に確認し て口腔診査にあたり ます。事前の問診等で不足情報等がある場合には、 口

腔診査の場面で、 歯科医師、 歯科衛生士が直接問診し て確認するこ と も 必要です。 

授乳・ 哺乳びん、ジュ ース等を飲ませていると むし歯ができ やすく 、指し ゃ ぶり 、

おし ゃ ぶり をし ていると 咬合に影響が出るため、直接問診又は問診票などで十分に

確認し ます。  

 

③視診による診査 
    歯科医師が、 口腔内の現在歯の状況と あわせて全身の状況＊も 確認し ます。  

現在歯と は、歯の全部または一部が口腔に現れているも のをいい、ａ ．健全歯、

ｂ ． むし歯（ ア． 未処置歯、 イ ． 処置歯） に分類し 、 過剰歯は含めません。  
＊全身の状況と は、 不自然な外傷や、 未処置歯のまま放置さ れている等の必要な医療ケアがさ

れていない場合、 虐待の可能性がないか観察する必要があり ます。  

   
※探針を使用する場合 

    探針は、 プラ ーク （ 歯垢）・ 食べかすの除去や溝の填塞物・ 充塞物の有無の確

認を目的と する診査の補助器具と し て用います。  

使用する場合は、 下記に留意し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

○探針の刃先は鋭利なも のを使用し ない 

○歯面に対し て水平的に軽く なぞるよう なソ フ ト タ ッ チで使用する( 図 1)  

○歯面を傷つけないよう 垂直的な過度な圧力は加えない（ 図 2）  

  

図１ 図２ 
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３歳児歯科健康診査 

 

 

 
④歯科の所見及び診査票への記載方法 
 
＜問診＞ 

 

問診項目 

 

 

問診内容 

 

具体的内容 

 

活用方法 

 

食事状況 

 

卒乳の有無 

 

 

 

問診 

○卒乳し ているか 

○食事について困っ ているこ と はある

か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

むし 歯の罹患型

分類及び健診結

果指示事項に考

慮する。  

 

 

 

 

間食状況 

 

 

 

間食の時間 

間食の回数 

間食の内容 

 

問診 

○間食時間を決めているか  

○１ 日の間食回数は何回か 

○甘いお菓子を毎日食べる習慣がある

か 

○甘い飲み物をほぼ毎日飲む習慣があ

るか（ 例えば： ジュ ース類、 乳飲料、

炭酸飲料、 スポーツ飲料等）   

 

 

 

口腔習癖 

 

 

指し ゃ ぶり 、 

お し ゃ ぶり

などの癖 

 

問診・ 視診によっ て十分確認する 

問診 

○指し ゃぶり の癖はあるか 

○おし ゃぶり を使用し ているか 

視診 

○指にタ コ ができ ていないか 

○おし ゃぶり を身につけていないか 

  

 

 

 

歯の清掃 

 

 

児の歯みが

き 習慣 

保護者な ど

の仕上げ み

がき 

 

問診・ 視診によっ て十分確認する 

問診 

○子ども は自分で歯みがき を し ている

か 

○保護者が仕上げみがきをし ているか 

視診 

○歯の汚れの付着状況 
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３歳児歯科健康診査 

 

 

 
＜歯の状態＞    

区分 記載方法 詳 細 内 容 

 

 

 

 

健 

全 

歯 

 

健全歯 

／ 

または 

－ 

◆むし歯あるいは歯科的処置の認めら れない歯 

◆歯の一部萌出も 含む 

 

予防填
よ ぼ う て ん

塞
そく

歯
し

 

 

○シ  

◆むし 歯予防のため小窩裂溝※1 に合成樹脂や歯科用

セメ ント を詰めている歯 

◆明ら かにむし 歯の上から 詰めたも のは「 処置歯」  

と する。  

 

 

要観察歯 

 

 

Ｃ Ｏ  

 

◆エナメ ル質の白濁があっ て経過観察を 行う こ と が

適当と 判断さ れる歯 
◆歯の表面の白濁※2 や小窩裂溝※1 において着色が認

めら れるが、エナメ ル質の軟化や実質欠損が認めら

れないも の 

＊P28 参考２ 参照 

 

 

 

む 
し 
歯 
 

 

 

 

未 

処 

置 

歯 

 

未処置歯 

 

Ｃ  

◆むし歯により治療を必要とする歯 

◆歯質にむし 歯と 思われる 実質欠損が認めら れる も

の 

フ ッ 化ジ

アンミ ン

銀塗布歯 

 

○サ  

◆フッ化ジアンミン銀（商品名：ｻﾎﾗｲﾄﾞ）を塗布した歯 

◆フッ化ジアンミン銀を塗布した歯は、統計上「むし歯」

に含まれるため注意すること 

 

処置歯 

 

 

○ 

◆むし歯が原因で治療し た歯 

◆歯の一部又は全部に充填、ク ラ ウン等が施さ れてい 

る  
 

 

喪失歯     

 

 

△ 

◆むし歯が原因で喪失し た歯 
◆外傷、 未萌出歯や先天性欠如歯は含めない 

◆現在歯には含まれないが、統計上はむし 歯に含まれ

るため注意するこ と  

◆必ず保護者に確認するこ と  

歯
の
異
常
（
む
し
歯
以
外
） 

 

癒合歯 

 

 

◎ 
◆本来は２ 本別々の歯が癒合し て１ 本になっ ている

歯 

◆歯の数は１ 本と する 

 

形成不全 

 

 

Ｐ  

 

歯の形成、石灰化の時期に全身的な影響によっ てエナ 

メ ル質が形成不全と なっ た歯 

先天性欠損歯 先天性欠

如疑 

先天性欠損歯が考えら れる場合 

 

 

 

※１ 小窩裂溝： 噛む面などの溝やく ぼみ     
※２ 白  濁： エナメ ル質表面が脱灰などによっ て白く 濁っ た状態 
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３歳児歯科健康診査 

 

＜かみ合わせの状態＞   

診査項目 記載方法 診査内容 判定基準 

咬合異常 有 反対咬合（ 下顎前突）  

上顎前突 過蓋咬合 開咬 

叢生※３  正中離開※４   

その他 

顕著な 歯列不正や不正咬

合・ 将来、 咬合の異常が予

測さ れる場合 

＊P29 参考２ 参照 
 

                                                         

＜軟組織の疾病・ 異常＞ 

診査項目 記載方法 診査内容 判定基準 

粘膜・ 軟組織 

異常 

有 

（   ）  

歯肉・ 舌・ 口腔粘膜・ 小帯な

ど 

疾病や異常は（    ） に

具体的に記載する 

＊P28 参考２ 参照 

 

 

＜その他＞    

診査項目 記載方法 診査内容 判定基準 

そ の 他 有 治療や定期的観察を 必要と

する疾病・ 異常 

総合的に判断する 

 
＜歯の清掃＞    

歯の清掃は、 全歯唇面の歯垢の付着状態について、 次の基準により 判定し ます。  

観察項目 判 定 基 準 記載方法 

歯 垢 の 

付着状態 

き れい ほと んど認めら れない むし 歯の罹患型分類及び

健診結果の指示事項に考

慮する 

ふつう  歯の１ ／３ 程度に付着が認

めら れる 

汚 い 歯の１ ／３ 以上に付着が認

めら れる 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

※３ 叢  生： 顎と 歯の大き さ の不調和から なる。 数歯にわたっ て重なり 合っ ているよう な状態。  
※４ 正中離開： 歯の中央部に空隙ができ る。（ 上唇小帯や指し ゃ ぶり のため） P28 参考２ 参照 
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３歳児歯科健康診査 

 

（５）むし歯罹患型判定区分の基準とその対応     

 

 

むし歯罹患型 判定区分 予後の推測 指導事項 
 
 
 
む

し

歯

の

な

い

児 
 
 

 
 
 
 
 

Ｏ 型 

むし歯のな

い児 

 

Ｃ Ｏ がある

児 

 

 

 

むし歯はないが、 歯口

清掃が不十分で生活習

慣に問題がある児や、

Ｃ Ｏ がある児に対し て

は、 むし 歯ハイ リ スク

児と し て個別指導する 

○保護者の仕上げみがきを一日

に２ ～３ 回食後に行い、 隣接

面や咬合面、 歯頸部を良く 清

掃さ せる 

○１ 年に３ ～４ 回定期的な歯科 

健診を受け、 予防処置を受け 

るよう 助言する 

○間食に甘味物、 甘味飲料、 ス

ポーツ飲料などを極力抑え、

果実類や牛乳、 お茶などに代

えていく  

○フ ッ 化物配合歯みがき剤を使

用する 

 
 
 
 
 
む 
 
し 
 

歯 
 

の 
 

あ 
 

る  
 

児 
 

 
 
 
 

Ａ 型 

 

 

 

上の前歯の

み、 または

奥歯のみに

むし歯があ

る児 

 

 
 
 
 
むし歯の罹患型から 見

ると 比較的程度の軽い

児である 

 

 

○歯科医療機関への受診をすす

める 

○むし 歯が、 上顎前歯部に限定

し て現れる場合は、 指し ゃ ぶ

り や哺乳びんの使用などの関

連が考えら れるので、 その点

に注意し て観察し 、 その対応

について指導するこ と により

むし歯の拡大を防ぐ  

○むし歯のない児の指導事項を

参照 

 
 

Ｂ 型 
 

上の前歯部

及び臼歯部

にむし歯が

ある児 

上下、 左右の４ つの部

分の臼歯部にむし 歯が

ある 場合は、 むし歯の

感受性がかなり 高く 、

将来Ｃ ２ 型に移行する

可能性が強い 

○Ａ 型の指導事項に準じ て指導

する 

○定期検診を 確実に受けるよう

に指導する 

 
 
 
 
 
Ｃ  
型 
 

 
Ｃ １

型 

下の前歯部

のみにむし

歯がある児 

 ○Ｂ 型の指導事項に準じ て指導 

する 

 

 
 

Ｃ ２

型 
 

下の前歯部

を含む他の

部位にむし

歯がある児 

 

むし歯の感受性が極め

て高く 、 むし歯の進行

は急速である 

将来、 第一大臼歯の萌

出位置に影響する可能

性がある 

○直ちに歯科医院で治療を受け

定期検診を確実に受けるよう

にすすめる  
○全身的な原因あるいはむし歯 

のために全身的な機能低下が 

ないか小児科医の診察も 受け

るよう にすすめる 

○その他はＢ 型の指導事項に準

じ て指導する 
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（６）歯科保健指導のポイント 

むし歯罹患型判定区分による指導を参考に、 下記に留意し て子ども と 保護者 

へ指導し ます。  

 

項 目 

 

 

保護者に対する指導 

 

子ども の発達状況 

 

口腔の観

察の重要

性 

 

○子供の歯及び口腔の健康状態を説明する 

○第一大臼歯の大切さ を説明する 

○むし歯等ある場合は適切な受療行動の必要

性を説明する 

 

○自分の歯に関心が向く  

○上手に口を 開けてみせ

るこ と ができ る 

    

 

 

 

歯及び口

腔の清掃 

 

○どこ が汚れているかみても ら う  

○隣接面の汚れを除去でき るか確認し ても ら

う  

○子ども に歯みがき の認識や適切な自立を育

むよう 助言する 

○フ ッ 化物配合歯みがき 剤を使用し 、 歯質の

強化をすすめる 

 

○歯みがき し ないと むし

歯になるこ と がわかる 

○いつ歯を みがく かがわ

かる 

○歯がきれいかわかる 

○歯みがき が楽し いと 感

じ る 

 

 

 

 

 

 

食生活習

慣の確立 

 

○むし歯の原因と なる食品や不適正な食習慣

について説明する 

○間食の選択及び与え方を説明する 

○むし 歯予防のための食生活のあり 方と 併せ

て口の機能について説明する 

・ 前歯でかみ切り 、 奥歯ですり つぶすと い 

う 歯を使っ た咀嚼がう まく でき ている 

・ スプーン等の食具を使っ た食べ物の取り  

込みや、 一口量の調節ができ ているか 

・ ためる、 丸飲み、 チュ チュ 食べなどの食 

べ方の問題が見ら れないか 

 

 

○４ 歳では、おやつの食べ

方がわかる 

○５ 歳では、どのよう な食

品がむし歯の原因と な

るのかわかる 

 

 

 

 

 

 

養育の状

況 

 

 

○日中の保育者を確認し 、 生活状況がむし 歯

等への影響がある場合は生活習慣の確立を

含め改善について助言する 

○指し ゃ ぶり 等の習癖がないか確認し 、 咬合

への影響を説明し 、 経過を追っ て観察する

よう 助言する 

○食べ方で気になると こ ろ（ 小食、遊び食べ、

姿勢、 飲み込めない等） はないか、 家族と

同じ も のを食べているかどう か等、 口の機

能についても 助言する 

 

 

○大人の食事と 近いも の

がと れる 

○箸が使えるよう になる 

○構音の学習が進み、発語

がはっ きり する 

 

 

 

 

24
 



 
  

 

（７）健診結果による「指示区分」の判断基準 

    健康診査に従事する歯科医師、 歯科衛生士、 保健師等により 、 口腔内の状況及 

び生活習慣等から 総合的に判断し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
む 
 
し 
 
歯 

む

し

歯

以

外

の

疾

患

・

異

常 

な  し 

あ  り 

あ  り 

・萌出遅延 
・咬合異常 
・軟組織の異常 
・歯の異常 
     など 

むし歯リスク 
なし 

むし歯リスク 
あり 

特になし 

要指導 

要観察 

要精検 

要治療 

治療中 

むし歯がなく、歯も清潔で、よい

生活習慣が身についている児 

●下記内容の助言指導が必要な児

○生活習慣の改善が必要な児 
  （甘味飲食の回数、哺乳びん、 
   母乳、指しゃぶりなど） 
○歯の清掃状態の改善が必要な児 
  （清掃不十分、保護者の仕上げみ

がきがないなど） 
○歯の状態が「CO」の児 
 

●今後も歯科医師による経過観察

（健診の場や歯科医療機関な

ど）が必要な児 
○むし歯はあるが、全てのむし歯

の治療が完了している児 
○咬合や軟組織などの異常があり 

経過をみる必要がある児 

医療機関で詳しい検査が必要な児 

むし歯やその他の疾患など（健診

で確認された異常所見）について

歯科治療が必要な児 

むし歯やその他の疾患など（健診

で確認された異常所見）について

現在歯科治療を行っている児 

３歳児歯科健康診査 
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◆◆参考１ ◆◆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 歳６ か月児歯科健康診査票（ 福島県例示）  

 
【問診項目】 
 ①日中の主な養育者はどなたですか。        （父母 祖父母 その他） 

②離乳は完了しましたか              ａ．いいえ ｂ．はい 
 ③就寝時の授乳の習慣はありますか         ａ．はい  ｂ．いいえ 
 ④哺乳びんは使用していますか           ａ．はい  ｂ．いいえ 
 ⑤哺乳びんを使用している場合、哺乳びんでどのようなものを飲ませていますか。 

（水、お茶類、牛乳、ジュース、乳酸菌飲料、イオン飲料）   
 ⑤間食時間は決めていますか            ａ．いいえ ｂ．はい 
 ⑥１日の間食回数は何回ですか           （   回／日） 
 ⑦甘いお菓子をほぼ毎日食べますか         ａ．はい  ｂ．いいえ 

⑧甘い飲み物（ジュース、乳飲料、ｽﾎﾟｰﾂ飲料）をほぼ毎日飲みますか。                
ａ．はい  ｂ．いいえ 

 ⑧１日に何回歯をみがきますか 
         ａ．みがいていない  ｂ．１回  ｃ．２回  ｄ．３回以上 
 ⑨仕上げみがきをしていますか     ａ．していない ｂ．時々 ｃ．毎日 
 ⑩指しゃぶりの癖はありますか           ａ．はい  ｂ．いいえ 
 ⑪おしゃぶりを使用していますか          ａ．はい  ｂ．いいえ 
 
 
【健診項目】 
 

１ 歯の状態 
              
Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

          
    

健全歯：／ 要観察歯：CO 予防填塞歯： ○シ  むし歯｛未処置歯：Ｃ、処置歯：○ ｻﾎﾗｲﾄﾞ：○サ｝ 
   

◆むし歯罹患型  Ｏ1 型  Ｏ2 型  Ａ型  Ｂ型  C 型 
◆現在歯：     本  
→健全歯(／、CO、○シ):   本、 
 むし歯総数（C,○,○サ）:   本、未処置歯(C、○サ )    本、処置歯(○)  本） 

 
 ２ 咬合異常 ： 無   

有 →  反対咬合 上顎前突 過蓋咬合 開咬  叢生  正中離開 
その他（     ） 

３ 軟組織異常： 無  有（        ） 
４ その他  ： 無  有（          ）  

 ５ 歯の清掃 ： きれい  ふつう  汚い 
 ６ 指示区分 ： 特になし  要指導  要観察  要精検  要治療  治療中  
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３ 歳児歯科健康診査票（ 福島県例示）  

 
【問診項目】 
 ①日中の主な養育者はどなたですか。        （父母 祖父母 その他） 

②卒乳しましたか                 ａ．いいえ ｂ．はい 
③食事について困っていることがありますか     ａ．ある（ ）ｂ．ない 

 ④間食時間は決めていますか            ａ．いいえ ｂ．はい 
 ⑤１日の間食回数は何回ですか           （   回／日） 
 ⑥甘いお菓子をほぼ毎日食べますか         ａ．はい  ｂ．いいえ 

⑦甘い飲み物（ｼﾞｭｰｽ、乳飲料、ｽﾎﾟｰﾂ飲料）をほぼ毎日飲みますか                  
ａ．はい  ｂ．いいえ 

 ⑧１日に何回歯をみがきますか 
         ａ．みがいていない  ｂ．１回  ｃ．２回  ｄ．３回以上 
 ⑨仕上げみがきをしていますか     ａ．していない  ｂ．時々  ｃ．毎日 
 ⑩指しゃぶりの癖はありますか           ａ．はい  ｂ．いいえ 
 
【健診項目】 
 

１ 歯の状態 
          
Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

          
     

健全歯：／ 要観察歯：CO 予防填塞歯： ○シ  むし歯｛未処置歯：Ｃ、処置歯：○ ｻﾎﾗｲﾄﾞ：○サ｝ 
    

◆むし歯罹患型  Ｏ型  Ａ型  Ｂ型  C1 型  C2 型 
◆現在歯：     本  
→健全歯(／、CO、○シ):   本、 

  むし歯総数（C,○,○サ）:   本、未処置歯(C、○サ )    本、処置歯(○)  本） 
 
 ２ 咬合異常 ： 無   

有 →  反対咬合 上顎前突 過蓋咬合 開咬  叢生  正中離開 
              その他（     ） 

 
３ 軟組織異常： 無  有（        ） 
 
４ その他  ： 無  有（          ）  

  
５ 歯の清掃 ： きれい  ふつう  汚い 

  
６ 指示区分 ： 特になし  要指導  要観察   要精検  要治療  治療中  
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◆◆参考２ ◆◆ 
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１．むし歯ハイリスク児の把握 

   １歳６か月児歯科健康診査において、現在むし歯はないが、むし歯発生の危険因 
子が多いため、口腔内環境が悪くなり、近い将来むし歯になることが予測される児

をむし歯ハイリスク児として把握（スクリーニング）します。 
 ３歳児におけるむし歯のある児を増加させないために、むし歯ハイリスク児に対

し、生活習慣や口腔内環境が改善するよう継続した支援を行います。 
  
むし歯ハイリスク児の把握方法については、以下を参考に実施します。 
 

 
【図】むし歯ハイリスク児（フォロー事業対象児）把握に関するフローチャート  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅴ 歯科健康診査の事後フォロー体制 

要治療 
要観察 

      むし歯ハイリスク児（Ｏ２児） 

フォロー事業対象児 

１歳６か月児健康診査 

  
◇甘いお菓子をほぼ毎日食べる習慣 

がある  
     
◇甘い飲み物（ジュース、乳酸菌飲料、 

スポーツドリンクなど）をほぼ毎日 
飲む習慣がある 

            
◇就寝時の授乳の習慣がある 
            
◇１日の間食回数が３回以上である        
 
 

問診項目の確認 
（歯科衛生士・保健師等） 

むし歯あり むし歯なし 

その他の口腔内所見 

あり なし 

ＣＯ 歯肉の炎症 清掃不良 

１項目以上該当

あり 
該当項目なし 

 
要指導  

要指導 
 
特になし 

歯科健康診査 
（歯科医師） 

市町村の実情に応

じて事業対象児を

選定する。 

 
要指導 

 
要観察 
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２．むし歯ハイリスク児とむし歯のある児へのフォロー体制 
問診や口腔内診査で、むし歯ハイリスク児と判断された児については、養育環 

境も把握したうえで、多職種が連携し、継続的に支援します。 
また、すでにむし歯のある児については、受診（治療）勧奨を行うとともに新

たなむし歯ができないよう、むし歯ハイリスク児と同様に継続的に支援します。 
そのフォローについては、問題が口腔内のみではなく、養育面、栄養面等、多

岐にわたり、子育て支援の視点が重要です。すでに実施している乳幼児健診や相談

会、子育て支援教室等の場を活用するなど、継続して支援できるよう、地域の実情

に応じた効果的なフォロー体制を整備することが必要です。 
 
【図】むし歯ハイリスク児・むし歯のある児へのフォロー体制   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

継続支援 

むし歯のない児 

 
≪O2 型判定基準≫ 
◇甘いお菓子をほぼ毎日食べる習慣がある 
◇甘い飲み物をほぼ毎日飲む習慣がある 
◇就寝時の授乳の習慣がある 
・１日の間食回数が３回以上ある 
・CO（要観察歯）がある 
 
 

 
歯科保健指導 
食生活指導 
治療、予防処置、定期健診

の勧め 
継続支援 
 

むし歯ハイリスク児 

【フォロー事業の実施】 
＊既存事業を活用したフォロー事業、新たな事業

など、地域の実情に応じた支援体制づくり 
プロフェッショナルケアの

受け皿づくり 

３歳児歯科健康診査 

継続支援 
受診勧奨 

連携 

連携 

電話相談・支援 

家庭訪問指導 

歯科医療機関 
治療・予防処置 
フッ化物塗布 
歯科保健指導 

歯科保健指導 
食生活指導 
３ ～ ６ か 月 毎 の 定 期 

健診、予防処置の勧め 
継続支援 
 

むし歯のある児 

乳児健診・健康相談 

子育て支援教室 

幼児健診・健康相談 

む し 歯 予 防 教 室    

フッ化物塗布事業 

むし歯ハイリスク児のスクリーニング 

子育て支援セン

ター等 
相談できる場の

提供 

１歳６か月児歯科健康診査 

連携 
保 育 所 

日常の関わりの

なかでの支援 

むし歯ハイリスク児・むし歯のあ

る児への継続支援 
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３．むし歯ハイリスク児の把握からフォロー事業の基本的な流れ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問診、歯科健康診査（口腔内観察）、個別歯科保

健指導、ブラッシング指導など 
 
◇前回の助言指導の内容と現在の状況を確認し、保護

者の悩みや困っていることなどを把握し、その対応につ

いて助言します。 
◇年齢に応じたフッ化物配合歯みがき剤の利用方法につ

いて指導します。 
  

１歳６か月児健康診査 問診、歯科健康診査、歯科保健指導 
◇むし歯罹患型分類におけるＯ１型Ｏ２型判定基準など

により、むし歯ハイリスク児をスクリーニングし、フォロ

ー事業対象者を把握します。 

問診、歯科健康診査（口腔内観察）、個別歯科保

健指導、ブラッシング指導など 
 
◇口腔衛生状況の把握、生活習慣・健康相談（主にむし

歯発生の危険因子となる項目）を把握し、改善に向け

た指導・支援を行います。 
◇フッ化物塗布について正確な情報を伝えます。 
◇年齢に応じたフッ化物配合歯みがき剤の利用方法につ

いて指導します。 
 
 

フォロー事業② 
（３～６か月後） 
□幼児歯科健康診査・健康相

談 
□むし歯予防教室 
□フッ化物塗布事業 
□乳児健診、健康相談、教室

など（既存事業） 
□家庭訪問指導  など 
 

３歳児健康診査（３歳６か月） 

問診、歯科健康診査（口腔内観察）、個別歯科保

健指導、ブラッシング指導など 
 
◇前回の助言指導の内容と現在の状況を確認し、保護

者の悩みや困っていることなどを把握し、その対応に

ついて助言します。 
◇児の発達状況も確認した上で、児本人にもむし歯予防

や歯みがきの大切さについてはたらきかけます。 
◇年齢に応じたフッ化物配合歯みがき剤の利用方法につ

いて指導します。 
 
 
 問診、歯科健康診査、歯科保健指導、ブラッシン

グ指導など 
 
◇１歳６か月児健康診査でむし歯発生の危険因子と判定

された内容の改善状況を確認し、状況に応じた指導を

個別に実施します。 
◇年齢に応じたフッ化物配合歯みがき剤の利用方法につ

いて指導します。                     
 

フォロー事業① 
（３～６か月後） 
□幼児歯科健康診査・健康相

談 
□むし歯予防教室 
□フッ化物塗布事業 
□乳児健診、健康相談、教室

など（既存事業） 
□家庭訪問指導  など 
 

フォロー事業③ 
（３～６か月後） 
□幼児歯科健康診査・健康

相談 
□むし歯予防教室 
□フッ化物塗布事業 
□乳児健診、健康相談、教

室など（既存事業） 
□家庭訪問指導  など 
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  歯科健康診査で得ら れたデータ は、歯科保健活動の評価や地域間の比較などにと っ

て重要な指標と なり ます。  

また、 市町村間の比較や経年的分析を通し て地区診断を行う と と も に、 診断に基づ

いた事業を展開するこ と ができ るよう 、 福島県歯科保健情報システムなどを活用し 、

歯科健診データ ベースの充実を図っ ていく 必要があり ます。  

こ のため、 県、 保健所、 市町村が連携し 、 データ の集積・ 管理・ 評価システムの確

立を図ると と も に、むし 歯の有病状況や生活習慣の危険因子などの健康に関わる具体

的な目標値の設定、 またデータ に基づく 地区診断を市町村、 関係機関、 住民に幅広く

情報提供するこ と で、住民の自己選択に基づいた生活習慣の改善や歯の健康づく り を

支援するこ と ができ ます。  

 

《歯科健診データベースのイメージ図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 

  

 

 

Ⅵ 歯科健康診査データの有効活用と情報提供 

 

 
全県歯科健診データの集約 

・全県の集計・分析 
・保健所別の集計・分析 

 

住   民 

 

歯  科 

医療機関 

保育園 

幼稚園 

学 校 

 
管内歯科健診データの集約 

・保健所管内の集計・分析 

・市町村別の集計・分析 
 

 
 
 
 
  
 
※福島県歯科保健情報システム等の活用など 

県 保健所 

市町村 

歯科健診データの集計・分析 

・１歳６か月児歯科健診 

・３歳児歯科健診 

事業評価 

・事業の見直し、改善 

・ＰＤＣＡサイクル※ 
  (※次ページ参照) 

データ提供 データ還元 

データ提供 

データ還元 

連携・協力 

情報提供 情報提供 

情報提供 情報提供 情報提供 
歯科保健事業 
の実施 
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ＰＤＣＡサイクルとは、Plan/Do/Check/Action の頭文字を揃えたもので、

計画（Plan）→実施（Do）→評価（Check）→改善（Action）の流れを次の計画に活

かしていくプロセスのことを言います。 

 

《ＰＤＣＡサイクルと事業評価》 

目標を設定した計画（Plan）に基づき、それを実現するために事業を実施（Do）し 

ます。そして事業の成果を測定し評価（Check）することによって、事業の改善（Action）

を図り、さらなる次の計画を立てていきます。 

このように４つの段階を順番に行っていき、一周したら最後の Action を次のＰＤＣ

Ａサイクルにつなげます。グルグルと螺旋を描くように一周ごとにサイクルを向上させ

ていくことにより、継続的な事業の見直し・改善を行うことが可能になります。この事

業改善・問題解決こそがＰＤＣＡサイクルの目的です。そして、ＰＤＣＡサイクルを継

続的に循環させることで、効果的で効率的な事業を実施していくことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ＰＤＣＡサイクル 
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１．関係機関等の連携・協力体制の整備 

市町村は、歯科健康診査事業を円滑かつ効果的に実施するため、地域の歯科医

療機関、関係団体、関係機関等と連携を図り、会議や打合わせ等を通して、事業

の実施体制などについて十分な連絡調整を行いつつ事業を実施して行く必要が

あります。 

 

２．人材の確保・育成 

    県・保健所は、研修等を通じて、歯科保健事業等についての知識と技術をもっ

た歯科衛生士の育成に努めます。 

市町村は、保健所や歯科衛生士会等と連携を図りながら、歯科健康診査事業に

従事する歯科衛生士の確保に努めます。また、歯科健康診査事業に協力可能な未

就業歯科衛生士の把握に努め、活用を図っていくことが必要です。 

 

３．保健関係者等の資質・技術の向上 

地域歯科保健の向上には、地域における保健関係者の歯科保健知識や技術のレ

ベルアップが重要です。 

県・保健所及び市町村は、歯科健康診査事業を効果的に推進するため、歯科医

師、歯科衛生士、保健師、栄養士、健康推進員等の関係者に対する歯科保健研修

等を実施し、資質・技術の向上を図ることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ 歯科健康診査の実施体制の整備 
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歯科保健事業 

実施体制の整備 

歯科健康診査の 

実 施 

【数値目標】3 歳児におけるむし歯のない児の割合 

      平成 22 年（2010 年）：70％（平成 20 年度 62.9％） 

      （※福島県歯っぴいライフ 8020 運動推進計画） 

・乳児健康診査、健康相談 

・２歳児（歯科）健康診査 

・幼児健康相談 

・各種健康教室 

・家庭訪問、電話相談 など 

・1 歳 6 か月児歯科健康診査 

・３歳児歯科健康診査 

・歯科健診データの集計・分析 

・事業評価（PDCA サイクル） 

・関係機関等への情報提供 

・住民への情報提供 

歯科保健データの

活用、情報提供 

・関係機関等との協力体制の充実 

・歯科衛生士の確保、育成 

・未就業歯科衛生士の把握、活用 

・保健関係者等の研修 

《歯科健康診査に基づくむし歯予防対策の施策体系》 
 

                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

事
後
フ
ォ
ロ
ー
の
充
実 

（
継
続
支
援
が
必
要
な
児
） 

【
目
標
】 

む
し
歯
の
な
い
健
康
な
子
ど
も
を
育
て
る 
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   本県の乳歯むし歯は、近年確実に減少していますが、むし歯数、むし歯有病者率

の地域差や個人差が大きいという課題があります。 

幼児期は、生涯を通じて歯の健康づくりの基礎となる大切な時期であり、口腔

清掃や望ましい食習慣など、適切な生活習慣づくりを推進しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資 料  編 

１ 図表で見る福島県の母子歯科保健の現状 

 

出典：図表で見る福島県の保健・医療・福祉 2008 
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福島県歯科保健情報システムを利用し把握された、平成１５年度・１６年度の１歳６ 
か月児歯科健康診査受診児 20,916 名および平成１７年度・１８年度の３歳児歯科健康診 
査受診児 14,808 名のうち、対応する個人票が把握できた 7,488 件のデータを使用し、３

歳時点のむし歯の有病状況と１歳６か月時点の生活習慣および育児環境に関する１３項

目（表１）の関連性について検討した結果、以下の結果が確認されました。 
 
【結果】 
１歳６か月児歯科健康診査時における生活習慣及び育児環境に関する項目で、３歳児歯

科健康診査時のむし歯の有病状況と関連が認められたものは、以下の項目です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ 表１ ）  

３ 歳児歯科健康診査時のむし 歯有病状況と １ 歳６ か月児歯科健康診査時における

生活習慣及び育児環境に関する項目のロジスティ ッ ク 回帰分析結果 

生活習慣及び育児環境 有意差 

甘いお菓子を毎日食べる習慣 有意に高い 

よく飲む飲み物（牛乳） 有意に低い 

よく飲む飲み物(お茶) 有意に低い 

よく飲む飲み物(水) 有意差なし 

よく飲む飲み物（ジュース類） 有意に高い 

よく飲む飲み物（乳飲料） 有意に高い 

よく飲む飲み物（スポーツ飲料） 有意に高い 

哺乳びんの使用 有意差なし 

就寝時の授乳 有意に高い 

間食回数（３回以上） 有意に高い 

好き嫌い 有意差なし 

保護者による仕上げ磨き 有意差なし 

主な養育者（祖父母） 有意に高い 

             ※福島県歯科保健情報システムデータ分析結果                 

 

 

 

 

 

 

２ 福島県歯科保健情報システムによる分析結果 

① 甘いお菓子をほぼ毎日食べる習慣の有無 

② よく飲む飲み物（ジュース類、乳飲料、  

スポーツ飲料） 

③ 就寝時の授乳 

④ 間食回数（３回以上） 

⑤ 主な養育者（祖父母） 

●むし歯予防に関する正しい

知識の普及啓発 
●家庭における望ましい食習

慣の確立 
●家庭と地域における食育の

推進 
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策 定 年 月 平成１３年３月 

計 画 期 間 平成１３年度～平成２４年度 

策 定 根 拠 健康ふくしま 21計画及び第５次福島県医療計画の行動計画 

 

計画の目的 

各ライフステージに応じた県民の歯の健康づくりを、関係機関との連携

により、より積極的、かつ効果的に推進するための方策などを示した計

画である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 歯っぴいライフ 8020運動推進計画の基本的考え方 

 本格的な人生 80 年時代を迎え、全ての県民が歯の健康を保ち、生涯

自分の歯で食べる楽しみを持つなどの質の高い生活を送るためには、ラ

イフステージに応じたむし歯予防及び歯周疾患予防を行うことが重要

あることから、県民の歯の健康づくりを積極的・効果的に推進するため

の計画とする。 

 

第２章 歯科保健の現状と目標 

 

１ 歯科保健目標の到達度評価 

◇幼児期、学齢期のむし歯有病率、一人平均むし歯数は全国に比

し高い状況にある。 

◇乳幼児のむし歯有病率等において、大きな地域間較差がある。 

◇歯科保健対策を推進していく上で必要な健診結果情報や生活習

慣等を含めたリスク要因の把握が十分にされていない。 

◇県内市町村での成人歯科健康診査実施状況が十分でない。 

 

２ 目標設定の基本方針 

  各年代ごとの保有歯数の確保を基本とし、日常生活において具

体的にどのようなことをすればよいのかを示している。 

 

３ 歯科保健目標の設定年 

  うつくしまいきいき健康医療プラン、健康ふくしま 21計画との

整合性を図り、平成 22 年度に最終評価を行い平成 24 年度まで

計画を継続。 

 

４ 現状と目標 

◇ 乳幼児期のむし歯予防などの目標        ･･･11項目 

◇ 学齢期のむし歯予防、歯周疾患予防の目標･･･ 7項目 

◇ 成人期の歯周病予防などの目標          ･･･ 5項目 

◇ 高齢期の歯の喪失防止などの目標    ･･･ 2項目 

 

  ５ 歯科保健評価計画 

◇ 評価時期と方法 

平成 17 年度：歯科保健目標到達度、事業執行状況中間評価平

成 22年度：     〃   、   〃  最終評価 

◇ 歯科保健情報の収集と還元 

目標設定・評価のための基礎資料を定期的、系統的に把握する

ために、平成 13年度より「歯科保健情報ｼｽﾃﾑ」を稼働 

３ 福島県歯っぴいライフ８０２０運動推進計画（抜粋） 
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計画の内容 

第３章 歯科保健対策 

 

 １ ライフステージに応じた歯科保健対策 

◇胎生期（妊娠期）の歯科保健の推進 

◇乳幼児期における歯科保健の推進 

◇学齢期における歯科保健の推進 

◇成人期における歯科保健の推進 

◇高齢期における歯科保健の推進 

◇障害児・者の歯科保健の推進 

 

 ２ 地域ぐるみの歯の健康づくり 

◇各市町村が、地域に合った歯科保健対策を講じたり、住民自身

が主体的に歯の健康づくりに取り組むことができるような住民

自身の主体的活動を支援できるよう、県は歯科保健情報システ

ムなどを活用して積極的に支援していく。 

 

 ３ 歯科保健推進のための基盤づくり 

◇ 歯科保健計画及び組織体制 

市町村が地域特性を踏まえ歯科保健対策を推進するための計

画を策定し、その計画を住民や関係機関とともに推進できるよ

うな体制整備を支援する。 

◇ 歯科保健情報管理体制の整備推進 

歯科保健対策をより効果的に推進するため、科学的根拠に基づ

いた事業評価の実施や課題分析等を行う体制整備をはかり、そ

の有効活用による適切な歯科保健事業の実施。 

◇ マンパワーの確保及び資質 

多様化する住民の価値観、ライフスタイル、ニーズに対応でき

る歯科保健関係スタッフの確保やその資質向上にむけた研修

などの実施。 

◇ 関係機関との連携強化 

計画の着実な進展を図るために、歯科医師や歯科衛生士の確保

に努め、関係機関と協議を行う場を設置し関係機関との連携を

強化する。 
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   《１歳６か月児健診編》 

 
 

 

Ｑ１ 歯が生えてくるのが遅いような気がします。 

Ａ１ 歯の生える時期には個人差があります。一番最初に生えてくるのは、下の前歯で

６か月頃～８か月頃です。生え始めが遅いと生え揃うのも遅いようです。 

   １歳６か月児健診で１６本揃っている子もいれば、そうでない子もいるので、い

ろいろです。３歳頃までには、乳歯２０本すべてが生え揃います。 

 

Q２ １歳３ヶ月なのに歯が生えてきません。大丈夫ですか？ 

A２ １歳のお誕生を迎える頃になっても、歯が生えないという子は珍しくありま せ

ん。その場合、「１歳半ぐらいまで様子を見ましょう」とお話しています。 

   １歳６か月児健康診査の頃にはほとんどの子が生えてきます。心配なら、一度歯

科医に相談してみましょう。 

 

 

 

 

Ｑ１ 歯の形が変ですが、大人の歯は大丈夫ですか？ 

Ａ１ 癒合歯・円錐歯・矮小歯といいます。原因は生まれる前の歯の発育時期に何らか

の影響があったためと考えられます。永久歯は、きちんと本数が生えてくるこ

ともありますが、数がたりない場合もあります。 

   気になるようであれば、５～６歳頃レントゲンを撮って永久歯の有無を確認する

方法もあります。 

   くっついている場合、結合部分がみがき残しでむし歯になりやすいので、注意が

必要です。 

 

 

 

 

Q１ 下の歯が前に出ています。受け口になっています。 

A１ ◆反対咬合 

    歯ならびはかなり遺伝的要素が強いとされています。例えば、近親者が反対咬

合ならば子供もそうなる可能性が大きいです。まだ、乳歯のかみ合わせは完

成していないので、今の時点で正確な診断はできません。また、問題があっ

たとしても、この時期の歯ならびやかみ合わせについての問題はほとんどの

場合、長期にわたって、これからの変化を観察していきましょう。実際の治

療は３、４歳以降の対応で十分です。 

    

 

 

歯の萌出 

歯の形 

かみ合わせ 

４ 保健指導Ｑ＆Ａ 
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Q２ 上の前歯が出ている。出っ歯が気になる。 

Ａ２ ◆上顎前突 

    習癖で、指しゃぶりやおしゃぶりを使ったり、下唇を吸う癖があれば、それが

原因でなることもあります。もちろん骨格の遺伝的な要素も含まれます。 

原因を把握して、この時期は長期にわたり観察していきましょう。 

 

 

  

Q３ 上下の歯がかみ合わなくて、歯と歯の間に隙間があります。 

A３ ◆開咬 

原因の多くは、おしゃぶりや指しゃぶりなどの習癖です。原因である習癖が

３歳頃を目安にやめられれば、自然と治ることが多いようです。 

    ４、５歳になっても習癖があると、上下の歯の隙間に舌を入れる癖が加わり、

余計に隙間を広げてしまう可能性もあります。 

    お子さんの癖を確認し、対応しましょう。【習癖を参考に】 

 

  

 

 

Q１ 上唇のスジが気になります。【上唇小帯付着異常】 

A１ 形態的な異常が多いようですが、上唇小帯の場合は上の前歯の裏側までつながっ 

   ているものを言います。歯みがきの時に歯ブラシがあたって、歯みがきを嫌がる

原因になります。 

   成長と共に正常な長さや位置になることが多いので、この時期は今後の変化を観 

察していきましょう。 

   永久歯に生え変わる時期まで同じ状態のままですと、前歯の間に隙間を残すこと 

があります。ちなみに転んでスジが切れてしまうこともあります。 

 

Q２ 舌の裏側のスジが短く、ベーするとハート型になります。【舌小帯短縮症】 

A２ 舌小帯に強い異常がある場合、発音や飲み込みに問題をもつことがあります。 

   成長に伴い変化する場合もあるので、症状が顕著な場合を除き、３歳頃まで経過

観察しましょう。発音特にら行の発音がしずらいので、注意しておきましょう。

顕著な場合は、外科的処置が必要な場合もあります。 

 

     

 

 

Q１ フッ化物（フッ素）は塗ったほうがいいですか 

A１ 歯が生えてきたら、フッ化物（フッ素）を塗布していくとむし歯予防に効果的で

す。（詳しくは、Ｐ55～＜参考資料(1)フッ化物の利用について＞を参照） 

 

Q２ 歯の表面に白い不透明な斑点が見られます。これは病気ですか？ 

A２ 「エナメル質形成不全」が考えられます。妊娠中に乳歯ができあがる段階で 

生じるものです。健康な歯に比べると「弱い歯」ですので、歯みがきでき 

ちんと管理してあげましょう。                  

粘膜・軟組織疾患 

その他 
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Ｑ１ 指しゃぶり（１歳児） 

Ａ１ 歯への影響は、指を吸う強さや吸っている時間によって違ってきます。ちょっと 

緊張したときに安心するために指をしゃぶることが多いようです。 

【１歳６か月児健診で咬合異常があった場合】 

    ・指しゃぶりを止めると自然に咬合は治るようです（３歳児健診児でほとんど

影響はなし） 

・やめさせようと注意したり、叱ったりは逆効果です。どんな時に指しゃぶ 

りするのか観察し、指しゃぶりが始まったら手を使う遊びに誘ったり、気分

を変えてみましょう。気長に時間をかけていきましょう。 

 

   

Q２ おしゃぶりは歯並びを悪くするって本当ですか？？ 

A２ おしゃぶりは舌や唇の機能的な運動や鼻呼吸促進など、「あごや口の発達を促す」

と説明されていますが、実際には、子供を静かにさせる目的で使用されている

ことが多いようです。乳児期からおしゃぶりを長時間・長期間にわたって使用

していると、前歯の上と下が開いてしまうかみ合わせ「開咬」が見られる場合

があります。長時間使用が子供の歯ならびに影響を及ぼすことがあるため、１

歳前後で常用しないようにし、遅くとも２歳半頃までにはやめるようにしまし

ょう。 

 

 

Q３ しょっちゅう指しゃぶりをしています。出っ歯になりませんか？ 

A３ 乳児期の指しゃぶりは、両手が自由に使えるようになりおもちゃなどで遊べるよ

うになると自然にやんできます。でも、退屈なとき、不安なときなど自分をなぐ

さめ、安心を得るために指をしゃぶることがあります。この程度なら歯ならびに

影響を与えることはありませんが、指にタコができるまで吸う、長時間指を吸っ

ているような激しい場合や、３～４歳を過ぎても吸うなど期間が長引く場合は、

あごの発達、歯ならびが悪くなる、発音がはっきりしない、口が閉じにくいなど

の影響が出る場合もあります。 

 

 

 

 

 
 

この年齢は、基本的な生活習慣の確立に向けて、歯ブラシに慣れ、歯みがきの習慣

化を始める時期です。 

乳前歯だけの時期では、前歯の形態的特徴から、就寝時の哺乳や強い甘味嗜好がな

ければ、むし歯発生の可能性は低いといわれています。しかし、乳臼歯は形態的に歯

みがきによる清掃が必要であり、また乳臼歯が萌出するころでは、甘味食品の摂取頻

度が増加し、むし歯罹患にもいっそう注意を払う必要がでてきます。                    

習 癖 
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  この時期には、食習慣に問題が少なければ、歯みがきの効果よりは習慣化を中心

に指導することが基本となります。 

 

≪指導時の注意点≫ 

 ・この時期には、健診の指導時にはおとなしく歯みがきさせていても、家庭では激し

く抵抗する例もあります。他の場所と家庭を区別しているということは、精神の発

達的には好ましいことだと考えられますが、これを「家庭ではお母さんのやり方が

下手だから」として、歯みがきの技術論だけを先行するのは適当ではないでしょう。 

  家庭に戻った時に実際的な応用がきくように、子供の状況を把握してアドバイスす

る必要があります。 

 

 

Q１ 歯みがきを嫌がってさせません。どうしたらいいですか？ 

A１ 子供に歯みがき習慣を身につけさせていくには、長期計画が必要です。親にみが

かれるのにまず慣れる時期ですが、そのためには、口の周りを触られたり、歯ブ

ラシの感覚に慣れるという、準備・導入のステップが必要です。口唇や歯肉はか

なり敏感な部分なので、いきなり歯ブラシでゴシゴシみがかれるいう強い刺激が

きたら、拒否反応を示すのが当然です。 

   歯みがき拒否になってしまった子供への対応は、そう簡単ではありません。３～

４歳になれば言葉で説得して理解させることも可能ですが、この時期では困難で

す。食生活に気を付けていれば（特に糖分のコントロール）短期間でむし歯がで

きる心配はないので、一度思い切って導入ステップに戻してみるという方法もあ

ります。また、泣いて歯みがきを頑張った後は、おおげさに褒めてあげましょう。 

 

Q２ 寝かせみがきを嫌がるようになった 

A２ 親がみがいてあげる時、つい力が入りすぎて、歯肉や上唇小帯を傷つけてしまう

ことがあります。“みがかれると痛い”という経験をした子供は、急に歯みがき

を嫌がるようになることがあります。この場合は、親も適切なみがき方をマスタ

ーする必要があります。歯ブラシの当たっている部位をよく確認せずゴシゴシみ

がくのは禁物です。 

 できるだけ手早くみがくこと、数を数えたりして一定時間（例えば、１０数え

る間とか）、少しずつ時間を延ばしいく対応などが考えられます。 

   また、寝ること自体を嫌がる子供には、親のひざに座らせて横抱きにしたり、親

が低い椅子に座ってその脚の間に子供を座らせ、頭だけ寄りかからせながらみが

く、などの対応が考えられます。向かい合ってみがくのは、子供の頭部が不安定

で、口の中も見にくいため、勧められません。 

   子供ができるだけ嫌がらない姿勢のなかで、親が横か後ろからアプローチでき、

しかも両手を使えて（片手で歯ブラシを持ち、片手で口唇や頬をよけるため）、

子供の口の中を見やすい姿勢を工夫していきましょう。 
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Q１ あまりかまずに丸飲みしているみたいです 

A１ この時期のお口の中は、第一乳臼歯が萌出を開始していても、左右上下がしっか

り咬合している状態ではなく、臼歯を使っての咀嚼練習が始まったばかりです。 

   したがって、大人が食べているような食物形態のもの全てが食べられるわけであ

はりません。「大人と同じ食物が飲み込める」ことを「上手にかんで食べている」

ことだと判断しがちなので、注意が必要です。 

   また、「小さく刻みすぎる」例もみられます。刻み食はそれ以上咀嚼する必要が

ない、あるいは口の中でバラバラになってしまい、かえって咀嚼する必要がなく

なるため、ただ飲み込むだけの「丸飲み」になる危険性があります。刻みすぎに

は注意しましょう。 

 

 

Q２ 生野菜が食べられません。 

A２ 子供が意欲的に食べたがっている場合はべつですが、口にためたまま飲み込まな

い、あるいは口から出してしまうといった場合が多くみられます。これは、子供

自身が食べられるものとそうでないものとを選択しているということです。 

   逆に、「丸飲み」しているのに、それを「食べることができている」と勘違いし

てしまうのは、危険なことだと思われます。「飲み込んでいる」ということと「食

べられる」ということは、同じではありません。生野菜を早い時期に食べること

が、好き嫌いのない子供であるといった考えは、子供に大きな負担を与えること

になります。機能や形態の発達とともに食べられる食品の幅は広がっていきます

ので、急ぐ必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食  育 
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《３歳児健診編》 

 
 

 

 

Ｑ１ どんな治療をするのですか？ 

Ａ１ 治療の種類にはいろいろあります。 

   ・進行止めのお薬の塗布（サホライド） 

     一時的にむし歯の進行を止めているだけなので、定期的な塗布が必要 

 ・充填治療 

   年齢に応じた治療を組み合わせて行います。 

 

 

 

 

Q1 歯の汚れが落ちない 

A１ 色素の沈着が考えられます。磨いても落ちない茶しぶのような汚れは「黒色沈着

症」といって、黒いヤニのようなものが歯の表面や歯ぐきとのさかい付近につく

ことがあります。この原因はまだ分かりません。唾液や食べ物との関係があるよ

うに言われています。しかし特に心配はありません。 

   色素の沈着は毎日の歯みがきでもなかなか落ちません。気になるようなら歯科医

院でみがいてもらいましょう。 

 

 

 

 

Q１ １歳６か月児健診と３歳児健診でも指摘されました。今後どうしたらいいでしょ 

うか？ 

A１ ６歳前後から永久歯との生え変りが始まります。軽度の不正咬合であれば、歯の 

生え変りを利用して、様子をみる場合もあります。 

気になるようであれば、上下の前歯が生え変った頃に、専門医の診査を受けま

しょう。 

 

 

 

◆上唇小帯付着異常 

 成長と共に変化しますが、上の前歯が生え変る頃まで同じ状況であれば、永久 

歯の歯と歯の間に隙間ができるなど、見た目に問題がでることもあります。心配 

であれば、歯科医に相談しましょう。   

  

◆舌小帯短縮症 

   発音、特に「ら行・さ行・た行」が不明瞭となります。ただし、３歳頃であれば 

まだ幼児語と混在するので、判断は機能的な部分で行う方が多くなります。 

   手術適応であるか及び手術適応年齢は、遅くても５歳前には相談することを勧め

ます。 

むし歯の治療 

歯 の 色 

かみ合わせ 

粘膜・軟組織疾患 
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◆指しゃぶり（３歳児） 

   子どもの指しゃぶりは年齢によって意味が異なります。低年齢の時はあまり気に 

することはありませんが、４、５歳から小学生になっての指しゃぶりになると、単

なる癖だけでなく心理的な問題、発達上の問題などが関係することもあり、放置す

るわけにはいかないこともあります。 

   ４、５歳まで続くとかみ合わせに影響がでることもありますので、年齢との関係 

を考えて歯科医に相談してください。 

 

【３歳児健診で咬合異常があった場合】 

・昼間はしなくなっても、夜寝るときになると指が口に入っているという場合が見

られます。（心理的に落ち着きたい時に多い） 

寂しい時、不安な時に指をしゃぶりながら自分の精神を安定させています。 

・叱るのはよくありません。 

   前歯を押し出してしまうことがありますが、指しゃぶりをやめればもとにもどる 

ことが多いので、歯ならびやかみ合わせに対する影響もそう心配はありません。 

【４、５歳以上の指しゃぶり】 

 ・指しゃぶりの原因がどこにあるかをさがしましょう。 

  ・子ども自身の問題、家庭環境の問題など振り返ってみることも必要です。 

 

 

 

   

幼児期前半（１歳６か月～３歳児）は、保護者が子どもの口腔内の汚れをとること

を基本としますが、３歳以降はこうした習慣をベースに、「子どもが自分でみがける

ようにしていくこと」が目標です。 

  大人から見て、子どもは歯みがきに時間がかかったり、うまくみがけないと、初め

からみがいてしまおうとする保護者もいるかもしれません。３歳を過ぎると、「なぜ

歯みがきをしなければならないのか」を分かりやすく教えると、子どもなりに歯みが

きの必要性を徐々にわかっていく時期です。 

  口腔の健康保持は一生涯のものですから、根気よく歯みがきを見守り、親子で並ん

だり、向き合って一緒に歯みがきをするのもよいと思います。そして最後に仕上げみ

がきをしてあげましょう。 

   

◆フロッシング 

   フロッシングとは、デンタルフロスを使って歯と歯の間に付着したプラーク（歯 

垢）を落とすことです。 

   歯ブラシの届きにくい歯と歯の間はフロスでのフロッシングを習慣化できれば 

虫歯予防効果は高まります。 

   保護者が仕上げみがきをする時に行うようにしましょう。 

 

 

 

 

習  癖 
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子どもの多くは、３歳になると全乳歯の萌出が完了して、乳歯列が完成し、十分 

な機能を発揮するための形態が整います。 

   

◎食事の時間は長すぎず、短すぎず 

   食物を口にためたままでなかなか飲み込まないことが多い子どもの場合などは、

一定量を食べさせたいとの保護者の気持ちから、無理強いしながらの長すぎる食

事時間となりがちです。適当に切り上げて、次の行動に移るなどの転換が大切で

す。 

  ◎多くの種類の食品体験によって得られるもの 

   様々な種類の食品を経験させる機会を与えることもよいことで、そこで好きな食

物や苦手な食物が出てくることも多くなるでしょう。一度食卓に出して食べない

からといって諦めるのではなく、食物の形態を変えたり、味付けを変えたりしな

がら与えてみましょう。 

◎よい食習慣を身につける 

   楽しくよい食習慣を築くことは、生活習慣のリズムをつくり、むし歯の予防、そ

して、今後の食生活の基礎づくりにつながります。 

   食べる力やよい食習慣は、近くの大人たちがお手本を見せ、くり返し教えること

で育っていきます。少しでもできればほめてあげ、子どもの成長にあわせて育て

ていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食  育 
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５ 健診用フリップ（1） 
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５ 健診用フリップ（２） 
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母子健康手帳記入例 
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５ 健診用フリップ（3） 



 
  

 

 

 

５ 健診用フリップ（４－１） 
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５ 健診用フリップ（４－２） 
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５ 健診用フリップ（４－３） 
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（ １ ） フ ッ 化物の利用について  
    むし 歯予防の方法の１ つに「 フ ッ 化物を利用する」 方法があり ます。  

   フ ッ 化物の応用は、歯質の強化と 歯垢を構成する細菌叢へ影響を与えるこ と によ

っ てむし 歯を予防する効果があり ます。  

    フ ッ 化物応用の方法と し ては、 ①フ ッ 化物（ フ ッ 素） 歯面塗布法、 ②フ ッ 化物

（ フ ッ 素） 洗口法、 ③フ ッ 化物（ フ ッ 素） 配合歯磨剤の使用があり ます。  

 

 

 

 

         

     下の３つの輪の重なりを少なくするとむし歯になりにくくなる 

 
 

 

 

 

６ 参考資料  

むし歯の要因 

対策 

フッ化物の利用 歯磨き 

 
適切な 
食習慣 
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１. フッ化物配合歯磨剤の特徴 
 
(1) 日常の歯みがきに組み込むことで簡単にむし歯の予防ができます。 
 
(2) 簡単に入手ができ、日常の歯みがき用具以外に特別なものを必要としません。 

   フッ化物配合歯磨剤の市場占有率(シェア)は 89％(平成 18 年)になりました。 
 
(3) 歯磨剤として用いるため、全量を飲み込んでしまう危険性が低い。 
 
(4) フッ化物洗口や定期的なフッ化物歯面塗布など他のフッ化物応用法と併用できます。 
 
(5)１日数回使用することにより初期脱灰歯面の再石灰化を促進させる機会が増えます。 

 
 
２. フッ化物配合歯磨剤の見分け方 
  

  製品に「フッ化物配合」とわかりやすく記載されているものもありますが、記載され

ていない場合でも、歯磨剤の外箱の成分表示欄に「モノフルオロリン酸ナトリウム

(MFP)」、「フッ化ナトリウム(NaF)」、「フッ化第一スズ(SnF2)」と表示されているものは

フッ化物入りです。また、フッ化物配合歯磨剤には「医薬部外品」の表示があります。  
 
 
３. フッ化物配合歯磨剤の種類 
  

  フッ化物配合歯磨剤は薬事法にかかる承認基準で、フッ化物イオン濃度(フッ素濃度)
が 1,000ppm 以下に定められています。 
 
(1) ペースト状歯磨剤 

    最も一般的な歯磨剤で、フッ化物イオン濃度は950ppm程度のものがほとんどです。

子ども用にはイオン濃度が低い製品(100ppm, 500ppm)や同様のフッ化物イオン濃度

で液状やジェル状のものもあります。 
 
(2) 泡状歯磨剤(フォームタイプ) 

   フッ化物イオン濃度は 950ppm ですが、ほとんどが空気による泡なので、同じ体積で

比較するとペースト状歯磨剤に比べてフッ化物の量が少なく、吐き出しができない低年

齢児への応用に適しています。 
 
(3) 液体歯磨剤(スプレータイプ) 

   フッ化物イオン濃度が 100ppm と低いので、吐き出しができない低年齢児への応用に

適していますが、ペースト状歯磨剤や泡状歯磨剤に比べて予防効果はかなり低い。 
 
４. 推奨される効果的な使用方法 
  フッ化物配合歯磨剤のむし歯予防メカニズムは、歯みがき終了後に歯面、歯垢、粘膜お

よび唾液などの口腔環境に保持されたフッ化物イオンによる再石灰化と酸産生性抑制効

果です。その効果は使用するフッ化物の応用量、作用時間、洗口回数ならびに方法などに

よって大きく左右されることが予測されます。        

フッ化物配合歯磨剤の利用に関する基礎知識 
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推奨されるフッ化物配合歯磨剤の使用方法は・・・ 
 
(1) 歯ブラシに年齢に応じた量の歯磨剤をつけます 

年 齢 使用量 歯磨剤のF濃度 洗口その他の注意事項 
生後６か月 
(歯の萌出)

～２歳
 

切った爪程度

の量
 

 

500ppm 
(泡状歯磨剤であれば 
1,000ppm) 

仕上げみがき時に保護者が行う 
この時期は寝かせみがきを推奨 

 
３歳～５歳 

５mm以下 
(エンドウ豆大 
0.25ｇ) 
 

500ppm 
(泡状またはMFP歯磨

剤であれば1,000ppm) 

就寝前が効果的 
この時期は立たせみがきを推奨 
歯みがき後５～10mlの水で１回の

み洗口する 
 
６歳～14歳 
 

 
1ｃｍ程度 
 

 
1,000ppm 
 

就寝前が効果的 
歯みがき後10～15mlの水で１回の

み洗口する 
 
15歳以上 
 

 
２ｃｍ程度 
 

 
1,000ppm 
 

就寝前が効果的 
歯みがき後10～15mlの水で１回の

み洗口する 
                     ※使用量はペースト状の歯磨剤を想定 

(2) みがく前に歯磨剤を歯面全体に広げます 
(3) ２～３分間歯みがきをします(とくに歯みがき方法にはこだわらない) 
(4) 歯磨剤を吐き出します 
(5) 10～15ml の水を口に含みます 
(6) ５秒間程度ブクブクうがいをします(洗口は１回のみ) 
(7) 洗口は１回のみとし、吐き出した後はうがいをしません 
(8) その後、１～２時間程度は飲食を控えます 
 

 

５. ダブルブラッシング法 
  フッ化物歯磨剤を上手に利用する方法のひとつとして、ダブルブラッシング法があり

ます。ダブルブラッシング法とは、１回目に、歯磨剤を用いないカラ磨き(フッ化物配合

歯磨剤を用いてもいい)をして納得いくまで歯垢を除去し(ファーストブラッシング)、そ

の後充分に洗口して懸濁物を吐出し、２回目に、歯ブラシにフッ化物配合歯磨剤をつけ

て歯に適用する(セカンドブラッシング)を利用する方法です。 
セカンドブラッシングの目的は、歯ブラシでフッ化物を口腔(特に歯面)に適用すること

にあり、適量(子どもは 0.1ｇ程度：切った爪程度)を歯ブラシに取り、30 秒程度でフッ化

物を歯面に延ばして、うがいができる子は軽く１回のうがいを、うがいのできない小さ

な幼児では、うがいのかわりにガーゼなどで拭います。 
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（ ２ ） 口腔内の衛生状態チェ ッ ク 法について  
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
家庭での歯みがき等を習慣化

していくために、目には見えにく

い口腔内環境（お口の中の汚れ具

合）を、わかりやすく保護者に提

示していく方法（唾液を利用した

ＲＤテスト※）を利用する方法も

あります。 
 
※唾液を検体とし、口腔内細菌の

酸産生の状況からむし歯の活

動性をみる検査。 
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１． 幼児期における歯科保健指導の手引き 

              －平成 2 年 3 月 5 日 健政発第 117 号通知－ 

 

２． 妊産婦、 乳児および幼児に対する歯科健康診査及び保健指導の実施に 

ついて  －平成 9 年 3 月 31 日： 児発第 231 号、 健政発第 301 号通知－ 

  

３． 母性及び乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について 

              －平成 12 年 4 月 5 日 児発第 410 号通知－ 

 
※各通知、 手引き 等については必要な場合は、 管轄保健福祉事務所へお問い合わせく ださ い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 関係通知、要綱等 
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